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自性証因と所作証因への還元化にっいて

-Pramanaviniscaya第 三章を中心 に して

岩 田 孝

法称の推論説の特徴は, 周知の如 く論理的包摂関係の根拠として本質的結合関

係(svabhavapratibandha)が 導入されている点である。本質的結合関係は, 証因の

指示する対象と所証の指示する対象とが同一であるか, または, 前者が後者より

生 じた結果である, とい う二種の事実的関係か ら成 り立つ。 この法称説に依れ

ば, 所証を確実に導びく証因は, 原理的には, 証因と所証との事実的同一 性に

基 づく自性証 因(svabhavahetu), または, 両者の因果関係に基づ く所作証因

(karyahetu)の 二種で十分である, とい う見解に至ることになる。 しかし現実に

経験する推論は多様である故に, それ らの諸推論の証因がかかる二種のみの包摂

関係成立根拠に立脚する二種の正証因のみですべて閉じているであろ うか, とい

う問題は当然提起されねぽならないであろう。法称 自身 もこの点を 察知 してお

り, 世間上認容される種々の証因が, たとえ外見上, 二正証因とは無関係の如く

見えても, 最終的にはその二種のみに還元されること1), 或いは, 陳那の九句因説

での正証因も法称の二種の証因に矛盾な く帰せられること2)を証明している。か

かる証明は, 法称の推論説の基本定理となっている 「包摂関係成立根拠を二種に

限定すること」が如何に妥当性を有するかを, 間接的にではあるが, 証示してい

るとい う意味で, 法称の推論髄の基本構造を分析する一契機になると考 え られ

る。 これが, 本論において, 世間上認容された諸証因を自性証因(於 第一章), 或

いは所作証因(於 第二章)へ と還元する証明方法を考察す る所 以 で あ る。特 に

Pramapaviniscaya第 三章(=PVin III)を 基本資料 としたのは, Pramavartti-

ka(=PV)で はこの証明が為自比量章と為他比量章に散説 されているのに対 して, 

PVin IIIで は比較的まとめて論述されているからである。

夏 自性証因に帰せ られる証因

法称はPVin II(為 自比量章)に おいて, 非認識(anupalabdhi)と しての証因を

自性証因 と所作証因のほかに第三の正証因として並記するが(cp. PVinII v. 28),

PVin IIIで は, この非認識証因を自性証因に所属させている。その証明は 「原因
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(176) 自性証 因 と所作証因への還元化 について(岩 田)

か ら結 果 を 導 出す る推 論 」 の 応 用 に な って い る。 そ こで, 以下 に こ の推 論 の構 造

を 分 析 し なが ら, 非 認 識 証 因 の 自性 証 因 へ の還 元 化 を調 べ て み よ う。

L1 まず 原 因 よ り結 果 を推 論 す る場 合 であ るが, こ の証 因 「原 因(全 体)」 は

自性 証 因 に 属す る こ とが 次 の 順序 に て示 され る。

「諸原因なる ものは, 〔結果 の為 の十全 な〕全 〔原因〕 となる(samagra)だ けで, 自ら

の結果 を能生す るわけ ではない。結果 の生起 は, [原因]全 体か ら生ず る[結 果生起の

為 の]諸 能力(Sakti)の 転変(parima)に 依 るか らであ る(即 ち, 諸能 力が各刹那

に次 々と異 なって生ず ることに依 るか らで ある)。[そ して]そ の(転 変の)間 には, [生

起能力を阻止す る]障 害(pratibandha)が[入 り]得 るので, [原因か ら]結 果を推論

す ることは[一 般的 には成立 し]な い」(PVin III 311a1-3=PVSV p. 7, 5-7)

しか し十 全 原 因 全 体 が 揃 うと, そ れ か ら或 る帰結 原:因全 体 の 自性 と して の 結

果 生 起 は, 推 論 可 能 で あ る。PVin III 64偶(=Pv I v. 7)に 曰 く

「[結果を生起]可 能な原因[全 体]に よって結果生起が推論され る場合, それ(結 果 生

起)は[原 因全体 の]自 性(svabha)と 言われ るo何 となれぽ[結 果生起 はその原因

全体]以 外 の物事 に[全 く]依 存 しないか らであ る」

原 因 と結 果 は別 体 な ので, 厳 密 に は, 原 因 全 体 の 自性 とは, 結 果 生 起 で は な く,

結 果 生 起 の可 能 性(sapbhava), 即 ち 適合 性(-ygyata)で あ る。 結 局 「[十全 な]

全体 的 諸 原 因 に存 す る結 果 生 起 適 合 性 のみ がE原 因 全 体 か ら]推 論 され る」(PVin

III 310 b8-311a1=PVSV p. 6, 28f.)。この結 果 生 起 適 合 性(所 証, Y)が 原 因全 体(証 因,

X)の 自性 で あ る こ との論 拠 は, 前 者(Y)が 後 者(X)以 外 の要 因 に依 存 し ない, つ ま

り, 所 証(Y)が 証 因(X)の 存 在 の み に 従 い 結 び つ く(-matranubandhin)(cp. ibid.

311a)と い う点 に 存 す る。 こ の点 が, 実 は, 証 因 「原 因 全 体 」 を 自性 証 因 に 帰す

る 為 の論 拠 に もな って い る(cp. PVin IIIの 法上 註(=)We 133a7-8)。 自性 証 因

の 定 義 に よる と, 「或 る特 性(X)も, [そ の 特 性(X)の]存 在 の み に 従 う所 の

(matranurodhin)[他 方 の]本 質 的 特 性(svabhava)(Y)[を 導 出す る 為]の 証 因

で あ る(即 ち, かか る特性(X)は 自性証因であ る)」(PVSV p. 4, 1-2, ad v. 2cd)と あ

るの で, 他 方 の 特 性(Y)が 一 方 の特 性(X)の 存 在 の み に 従 う場 合, 他 方(Y)を

導 出す る一 方(X)な る証 因 は 自性 証 因 とな る。 上 述 の 結 果 生 起 適:合性(Y)も,

原 因 全 体(X)以 外 に 依 らず そ れ(X)の み に 従 う。 それ 故 に 証 因 「原 因 全 体」 は

自性 証 因 に 帰 せ られ る とい うわ け で あ る。

L2非 認 識 証 因 を 自性証 因 に帰属 させ る こ との証 明 は, 陳那 の 説 く九 句 因 説

で の 正 証 因(第 二句 と第八句)を, 法 称 の説 く 自性 証 因 と所 作証 因 に帰 す る とい う
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自性証因 と所作証因への還元化 について(岩 田) (177)

雛 ソテ クス トに お い て陳 述 され る。 そ れ に よる と, 所 証 と外延 を 同 じ くす る第 二

句 の証 因 は, 所 証 の外 延 よ り小 さい 外 延 を 有 す る所 作 証 因 に 対 応 しな い の で, す

べ て 自性 証 因 に 帰 し, また, 第八 句 の証 因 は 自性 証 因 ま た は 所 作 証 因 に 帰 属 す

る3)。 こ の点 に つ い て はPV IVの 資 料 に よ り既 に 小 野 論 文 に て 指 摘 さ れ てい

る4)。 こ こで 次 の問 題 が 生 じて く る。 も し, 法称 の提 唱す る正 証 因 に よっ て陳 那

の 九 句 因 説 が 解 釈 され る とす る な らぽ, 非 認 識 証 因 も法 称 の認 め る正 証 因 の一 種

で あ るか ら, 陳 那 の 九 句 因 説 に お い て例 示 され て 然 る べ きな の に何 故 にそ れ が 言

及 され て い な い のか とい う問 題 で あ る(cp. PVin III 303a5-6)。 法 称 は, これ に対

し て 「そ れ(非 認識証因)も 自性 証 因 に 所 属す る故 に[自 性 証 因 の例 に よ って非 認

識 証 因 の]例[も 間接 的 に]既 に示 され た こ とに な る」(ibid. 303a6), 従 っ て 「[主

題 所 属 性 を 満す]諸 証 因 の 分類 を説 く際 に[非 認 識 証 因 は コ別 個 に例 示 され なか

った の で あ る 」(PVinIII v. 44cd=PV IV v. 269cd)と 答 え て い る。 か か る 問 題 意識

の もの とに 行 われ た, 非 認 識 証 因 の 自性 証 因 へ の 還 元 化 証 明 は, 先 の 包 摂 関 係

「原 因 全 体 結 果 生 起 適 合 性 」 を 基 底 とす る。 以下 この 証 明 を 吟 味 して み よ う。

 認 識 条 件 が 具 備 す れ ば 認識 され 得 る(drSya)様 な対 象(A)が, 或 る 状況 の も と

で 認 識 され な い と き, そ の 非 認識 を 原 因 と して, そ の 対 象(A)を そ の 状 況 に お

い てee非 存 在"と す る言 語 活 動(vyavahara)が 結 果 と し て生 ず る。 しか も

「[対象(A)を]璽 更非存在"と み なす言語活動を行 う時に は, 如何な る[対 象の場合 で

も, [対象(A)が その状況で認識 され ない ことコ以外の もので[対 象(A)の 非存在を

確立す る様な]原 因は何 も存在 しない」(PVin III 303b2)

こ の様 に, Aを 更璽非 存 在"と す る言 語 活 動 とい う結 果 が, Aの 非 認 識 とい う原 因

の み に依 り生 じ, そ れ 以外 の外 的 要 因 に 依 存 しな い 故 に,

「[知られ得 る対象(A)を 受e非存在"と す る]認 識及び表現(Y)は, た とえ, それ(畿

Aの 非 認識(X)と い う原因)よ り生 じた結果 であって も(tatkaryatve'pi), それ(=原

因た る 「Aの 非認識」(X))'か ら疑いな く[論 理 的に導出され る]は ず である」(PVin

III v. 41cdA-PV IV v. 266cd)

つ ま り, Aの 非 認 識 は, そ れ 自身 以 外 の 他 の補 助 要 因 な しで,  Aを 更非 存 在"と

み なす 言 語 活 動 とい う結 果 を 生 起 可 能 で あ る の で, Aの 非 認識 な る 原 因 は,  Aを

駅非 存 在"と す る言 語 活 動 を 結 果 す る 為 の 原 因 全 体 に な る。 既 に 示 し た 如 く

(Cp. 1. 1)一 般 に 「原 因 全 体 」 を 証 因 と して, そ れ よ り, 結 果 生 起 可 能性/適 合 性

を 導 出す る こ とが で きる。

「か くして, 知 られ得 る[対 象(A)]の 非認識が成立 してい る場合, それ(Aの 非 認識)
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(178) 泊性証因と所作証因への還元化について(岩 田)

を原因[全 体]と する所の[結 果一 即ち, Aを 丁更非存在"とする認識や表現[と いう

結果一 が生ずることへの]適 合性(=生 起の可能なこと), それ[の 導出コに関して

も, 全く疑いはないのである」(PVin lll 303b374)

以上により, 即ち, 原因全体が結果生起可能性を導出する場合,  「原因全体」は

自性証因の一種であること, そして, 非認識証因もこの 「原因全体」なる証因の

一種であること, この二点により,  「知覚可能な対象の非認識」とい う証因は,

自性証因とみなされる, 即ち, 「その対象をq更非存在"と する言語活動の可能性

/適 合性」とい う所証を導出する為の自性証因に帰せ られる, とい う先述の結論

が得 られるのである。同様な論旨はPVSV(PP. 104-105)に も見 られ, 矢板氏に

よって分析されている5)。 結局, 上述の論証は,「 非認識証因 「原因全体」

なる証因 自性証因」とい う論理的関係を骨子とするわけである。

II所 作証因に帰せ られる証因

前章では, 証因と所証とが同一対象を指示する場合の証因, つま り自性証因に

帰せ られる証因を考察したが, 以下に取 り挙げるのは, 証因と所証 とが別個の対

象を指示する為に所作証因に帰せられる証因である。 しかも, 証因と所証が同時

的である為に一 目瞭然には所作証因であると判断されない様な証因である。

H. 1 証因と所証が別体かつ同時的である場合で, なおかつ世間上妥当とされ

る推論例 として, 法称は 「物の味(rasa)か ら, その物の視覚対象(rUpa色)な

る側面を認識する推論」を挙げるが, これに対しては次の疑問が予想される。味

と色 とは同時的に存するので因果の関係を有さない6), 従 って 「味」なる証因 は

所作証因にはならない。 また, 味と色とは存在論的に別なものなので同一性に基

づく自性証因にも帰せ られない。 この 「味」は如何なる証因なのか, という疑問

である。 これに対して法称は, この種の証因は所作証因に所属す る, と答 え る

が, そのことが如何に証明されるのか, これが本節の論点である。 この証明では

法称特有の工夫が見 られる(下 図参照)。その第一は, 味と色とを, 両者が同時に

あるとい う静止的な面からでなく, 動的な面から考察する点である, 即ち, 或る

時点(t1)の 味(X1)と 直前の時点(to)に ある味の質料因(-upadanakaraa)(X0),

及び, 色(Y1)と 色の質料因(Y0), とい う二種の因果関係を導入して, 時間的前

後関係の入った力学的関係か ら味と色とを考察する点である。その第二は, 味の

質料因(X0)と 色の質料因(Y0)と が, それぞれの結果(X1とY1)を 生ずる際に,

互いに他方を共同作用縁 とする, 即ち, 両質料因が一緒になって色と味が結果す

る, とい う因果関係に着 目する点である。以上の関係は次の如く図示される。
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自性証因 と所作証因への還元化について(岩 田) (179)

「[味の質科因(X0)の 機 能が 自果 に対 向す る](7将 にそのことは, 色(Y1)7)[を 能生

す るコ諸質料因(Yo)が 作用 す る為の[共 同作 用(→ 補助)]因 で あ る。 味[を 能 生

す る]質 料 因(Xo)の その作用 の方 は色の質料 因(Yo)の 作用 を共 同作用 と し て い る

(-sahakarii)」(PVin III 311b31PVSV p. 8, 1-3)

い ま, 味 な る結 果 の生 起 に 寄 与 す る原 因 とい う観 点 か ら この 因 果 関 係 を見 る と, 哩

「[色の能生の為 に障害 され ることな く]働 いている機能 を有 した(pravrttasakti)色

の質料 因(Yo)に とって[色(Y1)を 能生す る為 に]共 同作用 す る縁(一sahakaripratyaya)

が味 の[質 料]因(X0)で あ り, [その様 な色(Y1)の 能生の為の共同作用縁 で もあ る味

の質料 因(Xo)こ そが]. 味(X1)[な る結果]を 能生す る」(PVin III 311b1-2=PVSV

p. 7, 16-17)

以上 が 味 か ら色 を 推 論 す る際 の基 底 とな る事 実 的 関 係 で あ る。 この 関 係 は 次 の如

き論 理 的 関係 へ と変 換 され る。

「そ うした[味 の]原 因(=色 の質料因(Yo)を 共同作用縁 とす る味の質料因(Xo))か

ら生 じた味(X1)が, その状況 にある[味 の原因(X・)]を 論理的に導出 し, [更に]色

(Y1)を 論理 的に導出す る(anumapayati)」(PVin III 311b3-4=PVSV pJ8, 3-4)

この法 称 説 は, 次 の 様 に 解 され る。 まず, 味(X1)は 自身(X、)に 時 間 的 に先 行

す る味 の質 料 因(X0)よ り生 じた 結 果 な の で 「味(X1)」 を 所 作 証 因 と して 「味 の 質

料 因(X0)」 な る所 証 が 推論 され る。 更 に, この味 の質 料 因(X1)は, 色(Y1)の 能

生 に 際 して は共 同作 用 縁 とな る の で, 味 と色、との 両 質料 因(X。 とYo)が 同一 の 原

因 全 体(ekasamagrl)と な り, そ れ か ら色(Y、)及 び味(X1)が 生 起 してい る。 そ

こ で, 先 述 の論 理 関 係 「原 因 全 体 か ら結 果 生起 可 能 性 の導 出」 を応 用 す る と, 次

の点 は確 実 とな る。 即 ち, 所 作 証 因 「味 」 よ り導 出 され る対 象, 味 の 質料 因(Xo),

と色 の質 料 因(Y0)と か ら成 る 「原 因 全 体 」 が あ る と, そ れ よ り生 ず る 未 来 の

「色 」 す べ ては 論 理 的 に 導 出 さ れ な く と も, 「(既にあ る味(X1)と 同時 に存す る)色

(Y1)」 は 自明的 に認 識 され る, とい う点 で あ る。 所 作 証 因 「味 」 に よ る原 因 の推

論 か ら 自動 的 に 「色 」 が 認 識 され る の で,  「色 」 を 推 論 す る 「味 」 は所 作 証 因 に

ALB: AはBの 質料因

の共同作用縁,

即 ち, AはBの

補 助因
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(180) 自性証 因 と所作証 因への還元化 について(岩 田)

帰 属 す る(cp. PVin III 311b4-5)。 以上 の思 考 過 程 は次 の様 に な ろ う。

(味(X1)→味 因(X0))・(味 因(X0)・ 色因(Y0)→色(Y1))

同様 に 「煙 」 か ら 「炭 や 灰 」 を推 論 す る場 合, 即 ち, 「煙 」 か ら 「火 」 を 推 論

し, そ の火 と薪 とを 原 因 全 体 と して, この 「全 原 因 」 か ら 「(薪の変 様 し た)炭

や 灰」 を認 識 す る場 合 も所 作 証 因 に よ る推 論 で あ る。 以 上 を ま とめ る と,

「[味を能生す る為の原因 と]同 一 な[原 因]全 体 に依 って[生 じた]色 等を, 味(→論

証因)に よ り認識す ることは, [味 の質料]因 の特性[で ある 「味 と共 にある色を能生

す るこ と」]を 推論す るこ とによ り[間 接的 に成立す る。 従 って証因 「味」 は所作証 因

に帰せ られ る]。 恰 も煙に よって, 薪 の変 様 した[炭 や 灰 を推 論す る場合 の]如 し」

(PVin III v, 65=PV I v. 9)

「この場合に も[結 果(=味)か ら見て 過 去 となった[味 の質料 因/色], 及び 同時

にある[色]が, [証 因 「味」 によって]認 識 され る。 しか し[証 因 とな る味の時点 よ り

後の]未 来 の[色]が[認 識 され る]の で は ない, [現在 にある原因か ら未来の結果

への推論 は]不 確定だか らであ る(vyabhicart)」(PVin III 311b4二PVSVp. 8, 6-8)

上述 の証 明 の ポ イ ソ トは, 証 因 と所 証 と にそ れ ぞれ の質 料 因 を 組 み 合 わ せ て因

果 関 係 を 読 み 込 み, そ こに 証 因 を所 作証 因 とみ なす 契 機 を見 出す こ とで あ る。

II. 2全 体か らそ の一 部 を推 論 す る こ と も所 作 証 因 に よる推 論 で あ る。

「全体 を定立す るこ と[例 えば 配曙これ は牛 な り"と い う言語活動]の 原因 は, 全体を有

す るもの[例 えば牛の一部 である角等]で ある故 に, [全体 と部分 には]そ れ ら(諸 部

分)が 欠 ける とそれ(全 体 の定立)は ない[と い う不離 の関係が成立す る。それ]故,

[結果 としての]牛 性[即 ち,“牛 な り"と の定立 が, 所作証因 とな り, それ に]よ り

[牛 を定立す る原 因 として]有 角[性 を推論す るの]で あ る」(PVin III v。66)

II. 3 妥 当 な推 論 で の証 因 と所 証 とが 別 々 な対 象 を 指 示 す る場 合 に は 証 因 は 所

作 証 因 に帰 せ られ る。 こ の法 称 説 の基 盤 とな る のが 次 の考 え方 であ る。

「能生者(lanaka)の 方 か ら[結 果生起 の為 の種 々の]有 用 な作用[が あ り, その作用

の仕方 の]相 違(upayogavisesa)に 則 して, [異 なる]物 の[間 に成立す る]す べての

関係(salpbandha)は[種 々に]分 類され て[定 立 され るが, それ らの関係は, 実質的

には]因 果関 係(karyakaraabhava)[の み]に 基づい て定 立 され る」(PVin III 312

a6-7=PVSV p. 71, 2-4)(cf. Dh We 139bg)

異 な る物 の問 の 関係 一 所 顕 現 と能 顕 現 の関 係(vyahgyavyahjakabhava), 受 け 支 え る

もの と支 え られ る も の の 関係(adharheyabhva)等-は す べ て 能 生 所 生 に よる 因

果 の関 係 に帰 せ られ る と言 うの であ る。 そ の 因 果 関 係 の 中 で も, 諸 証 因 を所 作証
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自性証 因 と所作証因へ の還元化について(岩 田) (181)

因 へ と還 元 す る証 明 に と って 有 用 な の は 次 の タ イ プで あ る。 即 ち, 結 果(X1)を 生

起 す る の に, そ の結 果 の質 料 因(X0)及 び補 助 因(/共 同作用縁)(Y0)が 寄 与 し, こ

の補 助 因(Y0)と 結 果(X1)が 因 と果 に な る とい うタ イ プ で あ る。 これ が 有 用 であ

る の は, 同時 か つ 別 々な 物 の 問 に 因 果 関 係 を 見 出す 為 の 根拠 とな るか らで あ る。

例 え ば, 覆 の果 実(/水)が 容 器(/大 地)の 上 に 静 止 して い る とい う場 合, 両 二者

に は能 生 と所 生 の 因果 関係 が 成 立 し ない 様 に 見 え る が, この補 助 因 を 導 入 す る

と, 次 の因 果 関 係 が 可 能 に な る。 或 る時 点(t1)で の 聚 果 実(X1)の 静 止 状態 は,

そ の 時 点(t1)よ り前 の時 点(t0)に あ る甕 果 実 の 質 料 因(X0)よ り生 じ, しか も,

そ の 際 に質 料 因(X0)と 同時 点 にあ る容 器(Y0)か ら補 助 作 用 を 受 け て い る。 容 器

の方 か ら見 れ ば 「そ れ(喪 果実(X1)の 時点)に 先 行 す る時 点(t0)に あ る[質 料 因

と して の護 果 実(X0)]と 共 同作 用 す る容 器(Y0)は, そ の(質 料 因 としての喪果実

(X0)の 存す る)同 じ所 に, 喪 果 実(X1)な る結 果 を 生ぜ しめ る(janayat)の で, 受 け

支 え る もの で あ る と言わ れ る」(PVSV p. 70, 17-19)。 従 っ て 「容 器 や 大 地 な どに

存 す る, [護 果 実 や 水 な どの]受 け 支 えた る こ と, これ も, 甕 果 実や 水 等 を 能 生

す る 力(jananasakti)に ほ か な らない 」(PVin III 312a7=PVSV p. 71, 4-5)。 か く し

て 補助 因 を 考 慮 に 入れ る と, 容 器(Y0)が, 共 同作 用 縁 と して, 覆 果 実(X1)の

静 止 状 態 を 能 生 す る原 因 に な る, とい う因果 関 係 が可 能 に な る。

この思 考 方 法 を応 用 す る と, 静 止 水(X)を 見 て水 を受 け止 め る底(Y)を 推 論

す る場 合, 或 い は, Nyayavarttika(p. 47, 20f.)に てsamanyato drs典mの 例 と

され た, 鶴 の 止 まる こ と(X)を 見 て水(Y)の 存 在 を推 論 す る場 合 に(cp. ibid.

312b8-313a2), それ ぞれ 「前者(X)は 後 者(Y)の 作 用 結 果 」 とい う因果 性 を導 入

で き, そ れ に よ りこれ らの推 論 の 証 因(X)を 所 作 証 因 に還 元 可 能 とな る。

「(8静止 水の知 覚か ら, 下底を見 な くても, [「静止水」を証因 として, 水 を]受 け止め

る依止(adhara)の 存在を推論す るこの[認 識]も, 必 ず所 作証因によ って生ず る。そ

うした水の本性 は, そ の依止 よ り成立す る[即 ち生起す る, とい う意味 での因果性 が認

め られ る]か らである8)。とい うのは, E或 る時点(t1)で の静止 水(X1)は, ]そ れ(=

直前(t0)に ある水の依止(Y0))よ り[静 止 の為 の]補 助作用(upakara)を 受容 しない

限 り, それ(依 止(Y0))よ り[静 止 とい う]特 定 な状 態(avasthavisesa)を 得 るこ と

は有 り得 ないか らである」(PVin III 312a1-2)

つ ま り, 静 止 水(X1)は 依 止 な る底(Y0)よ りの 補 助 作 用 の 結 果 とな るの で, 静 止

水 を 見 て そ の 依 止 底 を推 論 す る 場 合, 「静 止 水 」 は所 作 証 因 に な るの で あ る。
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(182) 自性証 因 と所 作証 因への還元化 につ いて(岩 田)

以上 を要 約 す る と, 非 認 識 証 因 の 自性 証 因 へ の還 元 は, 包 摂 関 係 「原 因 全 体(自

性証因)→結 果 生起 適 合 性 」 の応 用 に よ り証 明 され る。 この 包 摂 関 係 は 因 果 上 の

事 象 に 自性 の 関係 を見 出す 際 の基 本 的 思 考 型 と し て有 用 で あ る。 所 証 と同 時 的か

つ別 体 な る証 因 を所 作 証 因 に還 元 す る証 明 は, 静 止 的 な 両 者 に そ れ ぞれ の 質料 因

を も加 え たdynamicな 因 果 系 の 導 入 に よ り可 能 とな る。 これ は, 別 々 な物 を結

ぶ 関 係が 最 終 的 に は 因果 関係 に立 脚 す る とい う考 え に 基 づ い て い る。 九 句 因 で の

正 証 因(第 二句 ・第八句)を 含 め て世 間 で認 容 され る 諸 証 因 を一 貫 して 自性 又 は所

作 な る証 因 に帰 属 させ た この法 称 の証 明 は, 法 称 自身 の 提 唱 した 本 質 的結 合 関係

に基 づ く推 論 系 が 一 般 的 に妥 当す る こ とを 間 接 的 に 証 示す る もの で あ る。

1)cf. PVin III 310b7-313a3(ad vv. 64-67)(こ の部分 の和 訳は 『東 洋の思想 と宗教 』

(早大)に 収載 の予定); PV IV vv. 7-11とPV I vv. 144bcd-145ab, 及 び長行。

2) cf. PVin III 301a4-303b7(ad vv, 34-44); PV IV vv, 195-204; 265-269. PVin

IIIのsynopsisに ついては拙稿, "Pramaaviniscaya III", Encyclopedia of Indian

Philosophies, Mahayana Buddhist PhiIosophy, ed. by K. Potter(近 刊)参 照。

3) cf. PVin III 301a6-8(PV IV v. 196); 302b8(v. 36=PV IV 198); 303a1-3(;

PV IV vv. 199-201).
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37-39.

6)法 称の因果論では因は果 に先行す る, cf. PV III v. 246.

7) ro med pa ded(P D d gzugs)kyiの 部分 は不 明。PVSVT p. 48, 22ff.
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